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○京田辺市地域公共交通会議規則 

平成２６年３月２８日 

規則第３０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、京田辺市附属機関設置条例（平成２６年京田辺市条例第

１号）第７条の規定に基づき、京田辺市地域公共交通会議（以下「交通会議」

という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員の構成） 

第２条 委員の構成は、次のとおりとする。 

（１） 一般乗合旅客自動車運送事業者を代表する者 

（２） 住民又は利用者を代表する者 

（３） 国土交通省近畿運輸局京都運輸支局長又はその指名する職員 

（４） 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する

団体を代表する者 

（５） 京都府田辺警察署職員 

（６） 京都府職員 

（７） 市職員 

（８） その他市長が適当と認める者 

（会長） 

第３条 交通会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名し

た委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第４条 交通会議は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する

者が在任しないときの交通会議は、市長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

４ 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 
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５ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を

聴くことができる。 

（庶務） 

第５条 交通会議の庶務は、公共交通担当課において処理する。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、

会長が定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 



要綱 氏　　　名

規則第２条第１号委員 奈良交通 乗合事業部 統括部長 山野　豊
（代理）
統括課長
木村　一朗

規則第２条第１号委員 京阪バス 乗合バス事業部企画部
取締役
経営企画室代表部長

田中　弥

規則第２条第１号委員 京都京阪バス 管理部 部長 槻木 章

規則第２条第２号委員 京田辺市市政協力員連絡協議会 河原区 市政協力員 西村　均

規則第２条第３号委員 近畿運輸局 京都運輸支局 首席運輸企画専門官 岩﨑　靖彦
（代理）
首席運輸企画専門官
戸田　辰司

規則第２条第４号委員 全日本交通運輸産業労働組合協議会 日本私鉄労働組合総連合会京都地区協議会 書記次長 後藤　博成

規則第２条第５号委員 京都府田辺警察署 交通課 課長 川越　大介

規則第２条第６号委員 京都府 山城広域振興局企画総務部企画振興室 室長 岩田　高明

規則第２条第６号委員 京都府 山城北土木事務所企画調整室 室長 西村　之宏
（代理）
副室長
野田　寿宏

規則第２条第７号委員 京田辺市 副市長 鞍掛　孝

（敬称略）

京田辺市地域公共交通会議　委員名簿（※H30年度～）

組　　　　　　織
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地域公共交通会議の仕組み

【主宰者】
市区町村（複数市区町村共同、都道府県も可）

【構成員】
市区町村、住民代表、利用者代表、都道府県、地方運輸局（又は運輸支局）、旅客自動車運送事業者

（又はその団体）、道路管理者、都道府県警察、学識経験者 等（地域の実情に応じて）
（※事案によって構成員を変更して分科会形式とすることも可）

【目 的】
・地域のニーズに即した乗合運送サービスの運行形態（市町村運営バスの必要性を含む）、サービス
水準、運賃等について協議。必要に応じて、例えば地域の交通計画を策定。

・輸送の安全、旅客の利便の確保方策等を説明（地方運輸局において審査）

地域公共交通会議

事業者へ委託することとなった場合 事業者によることが困難な場合

○運賃認可の届出化

○道路管理者・警察への意見照会の簡便化

○標準処理期間の短縮
・路線変更認可の迅速化 等

４条に基づく乗合事業者による運送
＜事業許可又は事業計画変更認可＞

○輸送の安全・利便の確保
・一定の講習の修了（運転者）
・運行管理体制、事故処理体制
・運送の対価の掲示義務 等

○事後チェック
・事業改善命令、行政処分 等

自家用自動車による有償運送（市町村営バス）
＜登録（更新制）＞
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地域公共交通会議の仕組み ２

道路運送法第１５条の２
路線定期運行を行う一般乗合旅客運送事業者は、路線を休止又は廃止使用とする場合は、６ヶ月前までに

国土交通大臣に届け出なければならない。
ただし、旅客の利便を阻害しないと認められる場合は、３０日前の届出。

旅客の利便を阻害しない場合とは
・他の一般乗合旅客運送事業者が現に経営し、又は経営するものと見込まれる場合
・当該路線の休止又は廃止について地域協議会において協議が調った場合
・旅客の利便を阻害しないと地方運輸局長が認めて公示した場合

基 本
・・・６ヶ月前の届出＋利害関係人の意見聴取

旅客の利便を阻害しない場合
・同路線を運行する他の事業者がある場合
・地域協議会で協議が調っている場合
・運輸局長が公示する場合
・・・３０日前の届出（意見聴取なし）

京都府生活交通対策地域協議会

地域公共交通会議

ブロック協議会

分科会と
位置付け



地域公共交通会議

バス交通等検証委員会

（H22～、計22回開催（＊特にH27年
度以降は年5回程度の頻度））

地元区・自治会協議

（H28年度～、延べ45回の意見交換、個別アンケート
調査の実施、時刻表や路線図の配布など、今後は市

域全体へ拡大）

※地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項等につ
いて協議するために、道路運送法施行規則第９条の３に基づいて設置される。

※京田辺市域における市民生活に必要なバス等による輸送の確保その他市民の利便性を
図るとともに、バス等公共交通のあり方を協議していくための任意委員会。

学識経験者、市民・利用者の代
表、市内各種団体の代表、バス
事業者等１６名により構成
・負担金路線の利用促進
・利便性向上の検討

京田辺市における「地域公共交通会議」と
「バス交通等検証委員会」の関係性

事業計画の変更の特例・・・協議
が調った場合、標準処理期間の
弾力的対応が可能。

制度・手続き的な協議

区・自治会役員（班長）、老人会
などと意見交換を実施し、公共
交通に関するお困りごとを共有。
また、路線図や時刻表を使った
啓発活動を実施。

地域と一緒になって
考える
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地域公共交通会議とバス交通等検証委員会の開催履歴
１．地域公共交通会議（通算4回）

２．バス交通等検証委員会（通算22回）

通算 年度 開催日 形式 協議内容

1 H23年度 H23.11.24 会議 初回ガイダンス

2 H23年度 H24.1.31 会議 奈良交通（株）東部循環線での路線新設、休止及び停留所の新設

3 H24年度 H25.2.8 書面協議 奈良交通（株）東部循環線での路線新設（＊軽微な事案として取り扱う）

4 H29年度 H30.3.27 会議 バス交通に関するこれまでの取り組み報告、今後の展開

通算 年度 開催日 形式

1 H22年度 H22.5.21 会議

2 H22年度 H22.6.28 会議

3 H22年度 H22.12.9 会議

4 H22年度 H23.2.23 会議

5 H23年度 H23.9.29 会議

6 H24年度 H24.11.22 会議

7 H25年度 H26.3.7 会議

8 H26年度 H27.3.26 会議

9 H27年度 H27.11.16 会議

10 H27年度 H28.2.8 会議

11 H27年度 H28.3.30 現地調査

通算 年度 開催日 形式

12 H28年度 H28.4.11 現地調査

13 H28年度 H28.5.16 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

14 H28年度 H28.7.12 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

15 H28年度 H28.9.13 会議

16 H28年度 H29.1.25 会議

17 H28年度 H29.3.29 会議

18 H29年度 H29.4.19 現地調査

19 H29年度 H29.7.13 会議

20 H29年度 H29.11.13 会議

21 H29年度 H29.12.18 会議

22 H29年度 H30.2.22 会議



 

 

 

 

 

 

奈良交通株式会社 東部循環線 路線再編計画 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年６月 

京田辺市バス交通等検証委員会 

（事務局 京田辺市建設部計画交通課） 
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１．路線再編の目的 

 京田辺市内を運行する負担金路線４路線のうち、バス交通等検証委員会を中心に、奈良交

通株式会社東部循環線の利便性向上及び利用促進に向けて検討した施策について、一定期間

試行的に実施（実証実験）することで、施策の有効性や本格運行に向けた課題を検証し利便

性の向上を図ることを目的とする。 
 
２．路線再編の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．路線再編における配慮事項等 

①主な利用者の特性・ニーズ 
②同一区間を運行する他事業者への影響 
③運行コスト 

 
 
 
 
 
 

     

バス交通等検証委員会での検討（過年度からの継続） 

実証実験準備及びＰＲ・広報活動 

実証実験の実施 

実証実験の検証に向けたデータ収集 

・乗込調査や沿線地元区との意見交換会などの実施 

実証実験の評価 

・定量的な指標による評価 

・必要に応じた改善策の検討 

本格実施 

～ 

平成３０年度 

平成３１年度 

～ 

施策実施の具体案（実施計画）の作成 
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４．路線再編内容 

（１）路線再編 

 

 

①再編目的・ねらい 
 ・中部地域（草内、飯岡など）から中部住民センターへのアクセス向上 
 ・中部地域（東、草内など）から老人福祉センター「常磐苑」へのアクセス向上 
 ・高齢者の外出支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②実証実験内容 

 ・運 行 期 間  平成３０年１０月～平成３１年９月 

 ・運行ルート  中部住民センター「せせらぎ」を経由する経路に一部変更（下図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・運行便数等  現在と同じ（内回り３便、外回り３便） 

・料 金 体 系  現在と同じ 

 

 

 

 

＜内回り＞ 

三山木駅～飯岡～常磐苑～草内郵便局前～（仮称）東田辺 

～美禅～草内口～東～田辺高校～府営田辺団地～田辺職安前 

～京田辺駅（東口）～新田辺駅～田辺本町～京田辺市役所 

～田辺中学校～興戸～高木～三山木駅 

＜外回り＞ 

 三山木駅～高木～興戸～田辺中学校～京田辺市役所 

～京田辺駅（東口）～新田辺駅～府営田辺団地～田辺高校 

～東～草内口～（仮称）東田辺～草内郵便局前～常磐苑 

～飯岡～三山木駅 

奈良交通株式会社 東部循環線 
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③検証項目 

定量評価 

・年間利用者数（人） 
・１便あたりの利用者数（人） 
・東部循環線による中部住民センターへの来館者数（人） 
・同一区間を運行する他事業者の利用者数（人）（※影響を評価） 

 
④検証後の対応 

  必要に応じた改善策の検討（ダイヤ、便数など）、本格運行 
 
 
（２）実証実験準備及びＰＲ・広報活動 

○運行計画作成・手続き、沿線住民への説明 
○ＰＲ・広報活動 
 奈良交通株式会社 東部循環線のみならず、他事業者の路線バスの利用促進にもつながる

よう、沿線住民などへの周知に努める。 
 
ＰＲ・広報活動の内容（案） 

媒体 内容 
広報紙 「ほっと京たなべ」に掲載する。 
リーフレット 沿線区で時刻表や路線図を全戸配布する。 
ホームページ・情報端末 市のホームページやフェイスブックなどを活用する。 
意見交換会 沿線区民と意見交換を実施する。 
イベント せせらぎ祭りの来場者に啓発する。 

 
 
（３）実証実験の評価 

 ４－（１）－③検証項目から導入による効果を検証し、本格実施につなげる。 
 
○定量評価 
＜奈良交通（株）東部循環線＞      ＜京阪バス（株）・京都京阪バス（株）＞ 

指標 
年間利用者数（人） 
１便あたりの利用者数（人） 
東部循環線での来館数（人） 

 
 
 
○フォローアップ 
フォローアップ調査として、定量評価に加え、沿線住民や中部住民センター利用者へのヒ

アリングなどを実施する。 

指標 
１便あたりの区間内利用者数（人） 

※区間内利用とは・・・ 

東部循環線と他事業者のバスが併走する区間（近鉄新田辺～美禅）での利用（乗降）と定義する。 
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５．取り組みスケジュール 

 

 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

・ＰＲ・広報活動
・定量評価の検討（利用者数など）

・事前調査（乗り込み調査など）
・運行計画の作成
・道路運送法手続き

・地元区・自治会協議
・広報京たなべ、市ホームページ
・掲示物など

・乗り込み調査
・中部住民センターの利用実態調査
・ニーズ調査（地元区・自治会との意見交
換）

＜奈良交通＞
・年間利用者数（人）
・１便あたりの利用者数（人）
・東部循環線での来館数（人）
＜京阪バス・京都京阪バス＞
・１便あたりの利用者数（人）

５．本格運行

⑦結果のとりまとめ・本格運行の検討

⑥実証実験の評価分析

⑤実証実験の検証に向けた調査の実施

④実証実験実施

③実証実験ＰＲ・広報活動

②実証実験準備

４
．
実
証
実
験

①施策実施の具体案（実施計画）の作成

３．バス事業者間協議（随時）

２．地域公共交通会議

【東部循環線　実証実験】

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

平成３０年 平成３１年

１．バス交通等検証委員会

運行計画作成・道路運送法手続き

実証実験

地元区・自治会説明会、啓発活動

検討作業

とりまとめ

本格運行に向けた合意形成

本格運行に向けた合意形成

広報京たなべ、ＨＰ掲載

経過報告
2/22提案

3/27取り組み報告

経過報告

実施計画作成

経過報告

乗り込み調査①（H30.3.13～3.16）

本格運行

6/14確認

7/13提案

乗り込み調査②（H30.4.16～4.18）
乗り込み調査③（H30.5.23～5.24）



5 

 



中島橋

池嶋

大住浜

岩田南

※南行きのみ停車

松井東

松井

八小路

大住

館

美濃山口

宝生苑

松井ケ丘三丁目

老人福祉センター宝生苑
●

山手東

高速京田辺前

岡村

健
康
ケ
丘

大
住
ケ
丘

大
住
ケ
丘
西

虚
空
蔵
谷

花
住
坂

※

西
行
き
の
み
停
車

松
井
ケ
丘
一
丁
目

山
手
中
央

健康村

JR
大住駅

大住ケ丘北

茶屋前 稲葉

薪井手

一休寺

一休寺道

東田辺

一休ケ丘

長尾谷

田辺本町
※西行きのみ停車

田
辺
高
校

東
草
内
口

※

西
行
き
の
み
停
車

田
辺
職
安
前

●

椿本チエイン

河内峠

三之宮神社

宗谷

三陽台

穂谷口

境橋

氷室台

尊延寺

榁谷橋

馬廻

近
鉄
京
都
線

京奈和自動車道

第二京阪道路

至 京阪八幡
至 京阪八幡

至 樟葉駅

中部住民センター

至

枚
方
市
駅
・
長
尾
駅
・
松
井
山
手
駅

市立野外活動センター●

酬恩庵一休寺●

市立中央図書館●

田辺中央体育館

市立中央公民館

●●
田辺公園野球場

京田辺市役所
コミュニティホール

京都府田辺警察署
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●
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＊一休寺道バス停下車
近鉄新田辺から64・74
・７４A・74B・75C系統バスで
約4分（160円）

一休とんちロード

＊京田辺市役所バス停下車
近鉄新田辺から66A・66B系統バ
スで約4分（160円）、74A・74B系
統バスで約11分（160円）、もしく
は、椿本チエイン行き直通バス
で約5分（160円）

田辺公園
（中央体育館・プール・野球場・スケートパーク）

＊畠バス停下車
近鉄新田辺から66A・66B系
統バスで約13分（160円）

甘南備山
▲甘南備山

＊岡村バス停下車
近鉄新田辺から74・74A・
74B系統バスで約9分
（200円）

澤井家住宅

＊館バス停下車
近鉄新田辺から74A系統バスで
約10分（200円）、もしくは、松井
山手駅から16系統バスで約9分
（160円）

大住車塚古墳（チコンジ山）

大住車塚古墳（チコンジ山）●

●
澤井家住宅

＊一休寺バス停下車
近鉄新田辺から66A・66B
系統バスで約11分（160
円）

酬恩庵一休寺

畠

水
辺
の
散
策
路

81

89A

田辺公園プール
多目的運動広場

89・89A

ＪＲ学研都市線

至 京都岡本記念病院
・まちの駅イオン久御山店前

松
井
山
手
駅

17・17A

81
78

79

79

→

↑

松井宮田

●朱智神社

＊天王バス停下車
近鉄新田辺から89A
系統バスで約17分
（210円）

朱智神社

作成：京田辺市計画交通課（2018.5）

系統 行き先（主な経由先）

61 草内

61A 美禅

66A・66B 京田辺市役所

74A・74B 京田辺市役所（経由：草内口）

緑苑坂

工業団地（経由：南京都病院、緑苑坂）

緑苑坂（経由：南京都病院、工業団地）　　※京都京阪バス（株）

60B 工業団地（経由：南京都病院）

60 緑苑坂（経由：南京都病院）

63 ポエムノール北山（経由：松井山手駅）

67・67D
67：松井山手駅（経由：健康村）
67D：樟葉駅（経由：健康村、松井山手駅、本郷、水珀）

67B 樟葉駅（経由：健康村、松井山手駅、美濃山口）

31・68
31：樟葉駅（経由：畠、松井山手駅、摂南大学北口）
68：松井山手駅（経由：畠）

64 松井山手駅（経由：中島橋）

74
74A・74B

74・74B：京阪八幡（経由：内里）　※74Bは休日のみ運行
74A：京阪八幡（経由：宝生苑、内里）

75C 京阪八幡（経由：岩田南）

79 穂谷

89・89A
89：松井山手駅（経由：穂谷口、大阪国際大学、長尾駅）
89A：松井山手駅（経由：天王、穂谷口、大阪国際大学、長尾駅）

66A・66B
66A：クレイン京都（経由：畠、宝生苑、松井山手駅）
66B：クレイン京都（経由：畠、松井山手駅）

69 茂ヶ谷

直通 椿本チエイン（経由：京田辺市役所）

近
鉄
新
田
辺

④

のりば

①

③

62

62B

62C

系統 行き先（主な経由先）

67・67D 近鉄新田辺（経由：健康村）

67B 近鉄新田辺（経由：健康村）

31・68 近鉄新田辺（経由：畠）

66A・66B
66A：京田辺市役所（経由：宝生苑、近鉄新田辺）
66B：京田辺市役所（経由：近鉄新田辺）

16・16C 樟葉駅（経由：松井、水珀）

17・17A
まちの駅イオン久御山（経由：京都岡本記念病院）
※京都京阪バス（株）

66A・66B クレイン京都（経由：高速京田辺前）

600 東ローズ循環右回

610 東ローズ循環左回

611 東ローズ循環左回（経由：クレイン京都）

620 美濃山小学校循環（経由：ソフィアモール）

621 クレイン京都

直Q
京都駅八条口
Ｈ京阪ユニバーサル・タワー、京阪交野市駅、なんば

75 穂谷（経由：長尾駅、大阪国際大学、穂谷口）

89・89A
89：近鉄新田辺（経由：長尾駅、大阪国際大学、穂谷口）
89A：近鉄新田辺（経由：長尾駅、大阪国際大学、穂谷口、天王）

16A・16B 樟葉駅（経由：本郷、水珀）

67D 樟葉駅（経由：本郷、水珀）

67B 樟葉駅（経由：美濃山口、水珀）

30・31 樟葉駅（経由：摂南大学北口、くすのき小学校）

63 ポエムノール北山

直Q 摂南大学北口、田ノ口

④ 直Q 京田辺市役所、大阪国際大学

②

③

松
井
山
手
駅

のりば

①
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京奈和自動車道

市立中央図書館●

●中部住民センター

●老人福祉センター常磐苑

●三山木福祉会館

酬恩庵一休寺●

玉露の郷 飯岡（日本遺産）●

大御堂観音寺●

●普賢寺ふれあいの駅

ＴＯＪスタート地点（普賢寺小学校前）●

ＴＯＪ山岳コース（高船バス停前）

ＴＯＪ山岳賞

田辺中央体育館

市立中央公民館

●●

●
● ●

●
田辺公園野球場

田辺公園プール・多目的運動広場

京田辺市役所・コミュニティホール

京都府田辺警察署

京田辺市上下水道部

90・91

東部
循環

100

大阪府枚方市

相楽郡精華町

＊普賢寺バス停下車
三山木駅から90・91系統
バスで約8分（230円）

大御堂観音寺

＊水取バス停下車
三山木駅から90・91系統
バスで約12分（290円）

TOJスタート地点

＊高船バス停下車
三山木駅から91系統バス
で約30分（560円）

TOJ高船地点

＊同志社大学正門バス停下車
新田辺駅から101系統バスで約10分
（260円）、もしくは、三山木駅から
99・100・110系統バスで約7分（190
円）

同志社大学 京田辺校地

＊京田辺市役所バス停下車
新田辺駅から東部循環線・内回り
で8分（160円）、102系統で5分
（160円）、もしくは、同志社北門
行きバスで5分（160円）
三山木駅から東部循環線・外回り
で8分（230円）

田辺公園
（中央体育館・プール・野球場・スケートパーク）

さくらの丘公園

＊飯岡バス停下車
三山木駅から東部循
環線・内回りで約6分
（190円）、もしくは、新
田辺駅から東部循環
線・外回りで約21分
（260円）

玉露の郷 飯岡

水
辺
の
散
策
路

高木

草内郵便局前
京田辺市社会福祉センター

水
辺
の
散
策
路

作成：京田辺市計画交通課（2018.5）
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